
寒河江市開発指導要綱(案) 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、寒河江市の計画的な発展と良好な市街地等の形成を図るため、寒河

江市内で開発行為をする者に対し、公共施設の整備等について必要な事項を定め、もっ

て市民の健全な生活環境を整備し「住みよいまちづくり」の実現を目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1)  開発行為 主として建築物等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をい

う。 

(2)  開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。 

(3)  公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、河川、水路、消防水利施設

等公共の用に供する施設をいう。 

(4) 公益施設 教育施設、清掃施設、福祉施設、集会所施設、電話施設、その他居住者の

利便のために必要な施設をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、次の各号に掲げる開発行為について適用する。 

(1) 開発行為の規模が 1,000 ㎡以上のもの。（開発行為の規模が 3,000 ㎡以上は山形県の

許可を受けるものとする。） 

(2) 開発行為の規模が 1,000 ㎡に満たないものであっても、市長が計画的な街づくりを 

進めるうえで必要と認めるもの。 

(3) 開発行為をする者（以下「事業者」という。）又は二以上の事業者が隣接地において

開発行為をする場合で、その合計の規模が 1,000 ㎡を超えるもの。 

（事前協議及び協議済通知書） 

第４条 この要綱の適用をうける事業者は、開発行為の計画概要、公共施設及び公益施設

等の設計、管理、帰属及び事業費用の負担等について、開発行為事前協議申請書（様式

第 1 号）に別表 1 に掲げる図書を添えて市長と事前協議するものとする。 

第５条 市長は、事前協議が成立したときは、開発行為協議済通知書（様式第２号）を当

該協議を行った事業者に交付するものとする。 

（関係者との協議等） 

第６条 事業者は、開発行為によって開発区域周辺に影響をおよぼすおそれがあるものに

ついては、事前に関係者と協議し同意等を得るものとする。 

２ 事業者は、工事施工に際し、出入口の道路及び道路附属物等を破損した場合には、速

やかに原状に復し、開発行為により生じた損害についてその補償の責めを負うものとす

る。 



（環境保全） 

第７条 事業者は、事業の実施にあたっては、公害関係法令を遵守するとともに、騒音、

大気汚染、悪臭、振動等が発生するおそれがあるときは、必要な措置を講ずるものとす

る。 

（計画の周知） 

第８条 事業者は、開発行為の計画概要について、予定している開発区域内の見易い場所

に周知の標識（別図 1・2）を設置するものとする。 

 

第２章 街区の構成等 

（街区） 

第９条 街区の大きさは、開発区域の規模、形状及び予定建築物の用途並びに敷地の規模

及び配置等を考慮して定めるものとする。なお、住宅地における街区の形状は、矩形を

標準として長辺は 80～120ｍ、短辺は 30～50ｍ程度とする。 

（区画） 

第１０条 一戸建ての一区画の標準面積は 200 ㎡以上とし、土地の有効利用を考慮して設

計するものとする。 

２ 敷地の延長による区画は、認めないものとする。ただし、開発区域の地形上やむを得ず

区画する場合はこの限りでない。 

３ 前号ただし書きの場合においても連続した敷地の延長は、認めないものとする。 

（区画の再分割） 

第１１条 この要綱による協議の済んだ開発行為について、事業者は、協議後に区画の再

分割をする場合は、事前に再協議するものとする。 

（安全措置） 

第１２条 開発区域が地盤の軟弱な土地、がけくずれ又は出水のおそれが多い土地その他

これらに類する土地であるときは、事業者は、地盤の改良、擁壁の配置等の安全上必要な

措置を講ずるものとする。 

 

第３章 公共施設 

（都市計画施設） 

第１３条 事業者は、開発区域内に都市計画施設等がある場合、市長と協議のうえ当該都

市計画設備を整備し、これを無償で引き継ぐものとする。 

（開発区域との接続道路） 

第１４条 事業者は、開発行為により開発区域外の道路を改良する必要が生じたときは、

あらかじめ関係者と協議のうえ、事業者の負担において工事を施工するものとする。 

 

（開発区域内の道路） 

第１５条 事業者は、開発区域内の道路を道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）及び



寒河江市開発技術基準により築造し、市長と協議のうえ開発行為完了後、別表 2 に掲げ

る図書を添えて市に無償で提供するものとする。 

第１６条 宅地分譲における開発区域内の道路を袋路の私道とする場合は、位置指定道路

の指定を受け、また、除雪や維持管理の管理責任者を明確にすること。 

（公園） 

第１７条 事業者は、開発区域の規模、良好な住環境の整備促進、災害の防止等を考慮し、

周辺の状況を勘案した形状及び構造の、公園、広場及び緑地（以下「公園等」という。）

を設置するとともに、利用者の安全かつ有効な利用が確保されるよう努めるものとする。

ただし、3,000 ㎡未満の開発における公園等の設置は、市との協議による。 

 ２ 事業者は、開発区域の面積が 3,000 ㎡以上の開発行為においては、開発区域面積の

３％以上の面積の公園等を当該開発区域内に設置するものとする。 

 ３ 事業者は、公園等の施設を設置した場合、開発行為完了後、別表 3 に掲げる図書を

添えて市に無償で提供するものとする。   

４ 公園等の箇所数は原則として 1 箇所とする。ただし、大規模開発の場合は別途に協 

議するものとする。 

５ 公園等の敷地の形状は、おおむね正方形又は長方形で長辺が短辺の 2 倍以上になら 

 ないように設計するものとする。 

（排水施設） 

第１８条 事業者は、開発区域内から流出する雨水及び汚水を有効かつ適切に排出するた

めの施設（以下「排水施設」という。）を整備するものとする。排水方法は、原則として

汚水と雨水を分流するものとする。 

２ 事業者は、前号の排水施設を、放流先の関係者から同意を得て排水路、河川等に接 

 接続するものとする。 

３ 事業者は、開発区域内の汚水を処理するときは、開発区域の規模及び周囲の環境、 

 放流先の利水の状況等を勘案し、関係法令に従い次の処理方式によるものとする。 

 (１) 下水道式（開発区域内の汚水を終末処理するもの。） 

  (２) 個別処理方式（個別の合併浄化槽による処理を行い、排水施設に放流するものと

する。） 

４ 事業者は、前号の規定により排水処理施設を設置しようとするときは、関係者及び 

 関係機関と事前に協議するものとする。 

５ 事業者は、当該開発区域が下水道の供用区域又は供用区域に隣接している場合には、 

下水道施設を、市長と協議のうえ設置し、開発行為完了後、市に無償で提供するもの

とする。 

６ 当該開発区域に下水道管が埋設されている場合においては、当該開発行為により下 

 水道管を移設する必要があると市長が認めるときは、事業者の負担で移設工事を行う 

 ものとする。 

 



（給水施設） 

第１９条 開発区域内における給水管及び配水管（以下「水道管」という。）の布設工事は、

寒河江市水道給水条例（昭和 37 年市条例第 12 号）に基づき、事業者の負担で施工する

ものとする。 

 ２ 事業者は、前号の規定により水道管を布設しようとするときは、水道事業の管理者

の権限を行う市長と事前に協議するものとする。 

 ３ 事業者は、配水管を開発行為完了後、水道事業の管理者の権限を行う市長に無償で

提供するものとする。ただし、無償提供の際は、寄附採納申請基準に基づき水道事業

の管理者の権限を行う市長と協議するものとする。 

 ４ 当該開発区域に水道管が埋設されている場合において、当該開発行為に起因して必

要となる水道管の移設は、事業者の負担において行うものとする。 

（消防水利施設） 

第２０条 事業者は、消防水利の基準（昭和 39 年 12 月 10 日消防庁告示第 7 号）に適合す

る消防水利を事業者の負担で設置し、市長と協議のうえ開発行為完了後、市に無償で提

供するものとする。 

 ２ 消防水利施設は、消火栓のみに偏ることのないように必要に応じて有蓋貯水槽も併

設するものとする。 

 ３ 有蓋貯水槽は、常時貯水量 40 ㎥以上又は取水可能水量が毎分 1 ㎥以上で、かつ連続

40 分以上の給水能力を有するものとし、市が定める構造基準に適合すること。 

 ４ 消火栓は、管径 75ｍｍ以上の配水管に取り付けるものとする。 

 

第４章 公益施設 

（清掃施設） 

第２１条 事業者は、開発区域の状況等に応じて、道路に面し、ゴミの収集作業に適した

集積場所を設けるものとする。 

（電気及び電話施設） 

第２２条 電気及び電話柱は、道路敷地内に設置しないものとする。 

（その他の公益施設） 

第２３条 事業者は、照明施設、道路反射鏡その他の安全施設について、市長が必要と認

める場合は設置するものとする。 

 ２ 事業者は、市長が必要と認める公益施設について、事業者の負担で整備するものと

する。 

 

  第５章 雑則 

（窓口） 

第２４条 この要綱の主管課は、建設管理課とする。 

 



（協定書の締結） 

第２５条 事業者は、宅地分譲の開発行為の実施にあたり、市長との間にこの要綱に基づ

く協議が成立したときは、市長が必要と認める事項について別に協定書を締結するも

のとする。 

（技術基準等の遵守） 

第２６条 事業者は、この要綱によるもののほか、寒河江市開発技術基準及び関係法令を

遵守しなければならない。 

 

  附  則 

  (施行期日) 

１ この要綱は平成 24 年 7 月１日から施行する。 

 

  (経過措置) 

２ この要綱の施行の日前において、この要綱に基づく市長との事前協議が成立した開発

事業に対しては、この要綱は、適用しない。 

 

附  則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表１ 

開発事前協議申請書添付図面 

 添 付 図 書 縮 尺 備     考 

１ 開発区域位置図 1/１0,000 以上 赤色で協議地を表示。 

２ 開発区域図 1/2,500 以上 

協議地を具体的に表示するもので、目標物となる土地、建物、道路、河川等

も表示。 

３ 現  況  図 1/1,000 以上 開発行為以前の現況図（周囲現況も含む。） 

４ 求  積  図 1/500 以上 

求積方法は三斜法とし、それぞれの算式も表示。座標法によるものはその計

算書を添付すること。宅地分譲の場合は、区画毎の求積も行うこと。 

５ 字  限  図  協議地を中心に周囲を含んだもので、申請地を赤色で縁取りして表示。 

６ 土地利用計画図 1/1,000 以上 

開発区域の境界、公共公益施設の位置及び形状、予定建築物等の位置及び用

途その他の必要な項目を表示。 

７ 造成計画平面図 1/1,000 以上 

切土又は盛土を行う土地の部分、法面（がけを含む。）の位置及び形状、擁壁

の位置、種類及び高さ、高低差の著しい箇所の計画高（宅地分譲の場合は、

道路、公園等の公共用地も含めた区画毎の計画高を表示。）その他の必要な項

目を表示。 

また、切土をする箇所を黄色で、盛土をする箇所を赤色で着色すること。 

８ 造成計画断面図 1/1,000 以上 

高低差の著しい箇所及び切土又は盛土を行う箇所の前後の地盤高、計画地盤

高（宅地分譲の場合は、道路、公園等の公共用地も含めた区画毎の計画高を

表示。）その他の必要な項目を表示。 

９ 給排水施設計画平面図 1/1,000 以上 

取水方法、給排水施設の位置、形状、勾配及び管径、排水区域の区域界、流

水方向、放流先その他の必要な項目について表示。 

１０ がけの断面図 1/50 以上 「がけ」とは地表面が水平面に対して、30 度を超える角度をなす土地をいう。 

１１ 擁壁の断面図 1/50 以上 擁壁の高さが 2ｍを超える時は、土圧等に対する安定計算書を添付する。 

１２ 道路標準断面図 1/50 以上 道路幅員別の構造、寸法、構造物の形状等を表示。 

１３ 道路縦断図 1/1,000 以上 側溝の勾配も併せて記入。 

１４ 公園施設計画平面図 1/300 以上 砂場、ブランコ等遊具施設、植樹等の位置、形状、寸法等を表示。 

１５ 消防水利施設関係図 1/300 以上 消火栓、貯水槽等の位置、形状、寸法を表示。 

１６ 予定建築物等平面図   

１７ 予定建築物等立面図  2 面以上の立面図を作成する。 

１８ 

官民地等境界承諾図 

の   写   し       

  

※ ９～１８は必要に応じて添付する図書とする。 

 

 



様式第１号 

  年  月  日 

 

開 発 事 前 協 議 申 請 書 

 

寒河江市長         様 

（公共施設管理予定者） 

 

（事 業 者） 

住   所 

 

氏   名           ㊞ 

 

 

 寒河江市開発指導要綱に基づき、下記の開発事業について、事前協議を申請いたしま

す。 

 

記 

１開発区域に含まれる土地の地名地番 寒河江市 

２開発区域の面積        ㎡ 

３開発事業の目的  

４設計者の住所氏名  

５工事施工者の住所氏名  

６工事着手予定年月日   年  月  日 

７工事完了予定年月日   年  月  日 

８開発区域の土地の現況 

宅地 農地 山林 原野 雑種地 その他 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

９土地利用計画 

区画数 宅地 道路 公園等 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ その他 

区画 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

 



開発行為概要 （公共、公益施設） 

施 設 名 幅  員 延  長 面  積 舗 装 種 別 

道  路 

ｍ ｍ ㎡  

    

    

    

公  園 

緑  地 

広  場 

面  積 遊 具 施 設 植  栽 

㎡  本 

   

   

 

消 防 水 利 

消 防 水 利 の 種 別 数     量 

消     火     栓 本  

有  蓋  貯  水  槽 箇所 

そ の 他 の 消 防 水 利 箇所 

 

 

上 下 水 道 

口   径 延   長 材     質 

ｍｍ ｍ  

   

   

   

 

水   路 

形    状 延    長 材    質 

× ｍ  

   

   

その他の 

公共公益 

施  設 

 

 

 

 

関 連 法 の 

許 可 状 況 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 

道 路 の 申 請 添 付 図 書 

 添 付 図 書 部数 備     考 

１ 引  継  申  請  書 

２ 

申請は建設管理課にて行う。様式は特になし。 

２ 寄  附  申  込  書 寄附による場合のみ提出。申込先は建設管理課にて。様式は同課にあり。 

３ 協  定  書  の  写  し  

４ 開 発 許 可 書 の 写 し  

５ 

開発行為に関する工事の検査済証

の      写      し 

 

６ 位      置      図 1/10,000 以上の図面に赤色で申請地を表示する。 

７ 開 発 区 域 区 域 図 

1/2,500 以上の図面に申請場所を具体的に表示するもので、目標物となる土

地、建物、道路、河川等も表示する。 

８ 字     限     図 引継申請箇所を分筆し、申請箇所を赤色で表示する。 

９ 丈  量  確  定  図 1/1,000 以上の図面で所有者別に丈量測定したもの。 

１０ 道  路  計  画  平  面  図 1/1,000 以上の図面で開発区域内における申請地を表示する。 

１１ 道  路  縦  断  図 側溝勾配も表示する。 

１２ 道  路  横  断  図 幅員別に表示する。 

１３ 道  路  構  造  図 水路、暗渠、その他の道路構造物について形状寸法等を表示する。 

１４ 地  価  埋  設  物  関  係  図 

上下水道管及びガス管等地下に埋設される全ての物件を色別して表示す

る。なお、管径別に延長も表示する。また簡易ガス事業法に基づくものは、

許可書の写しを添付する。その他の埋設物は、別途協議する。 

１５ 占  用  物  件  関  係  図 

電力及び電話柱等で、コンクリート柱、木柱、支柱別に表示する。また、

電柱の表示番号を表示する。 

１６ 道 路 排 水 流 末 の 同 意 書  

１７ 土 地 の 登 記 簿 謄 本 引継に支障のある権利（抵当権等）を有する場合は、その権利を抹消する。 

１８ 土 地 の 登 記 承 諾 書 所有者別に提出し、印鑑証明書を添付する。 

１９ そ    の    他 その他必要と認められる図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３ 

公園等の申請添付図書 

 添 付 図 書 部数 備     考 

１ 引  継  申  請  書 

２ 

申請は建設管理課にて行う。様式は特になし。 

２ 寄  附  申  込  書 寄附による場合のみ提出。申込先は建設管理課にて。様式は同課にあり。 

３ 協  定  書  の  写  し  

４ 開 発 許 可 書 の 写 し  

５ 

開発行為に関する工事の検査済証

の      写      し 

 

６ 位      置      図 1/10,000 以上の図面に赤色で申請地を表示する。 

７ 開 発 区 域 区 域 図 

1/2,500 以上の図面に申請場所を具体的に表示するもので、目標物となる土

地、建物、道路、河川等も表示する。 

８ 字     限     図 引継申請箇所を分筆し、申請箇所を赤色で表示する。 

９ 丈  量  確  定  図 

1/500 以上の図面で、申請地の面積計算をし周辺長を表示し、現場には境

界を表示する。 

１０ 計    画    平    面    図 1/500 以上の図面で開発区域内における申請地の配置を表示する。 

１１ 公 園 施 設 計 画 平 面 図 側溝勾配も表示する。 

１２ 土  地  の  登  記  簿  謄  本 引継に支障のある権利（抵当権等）を有する場合は、その権利を抹消する。 

１３ 土  地  の  登  記  承  諾  書 所有者別に提出し、印鑑証明書を添付する。 

１４ 施   設   構   造   図  

１５ 植     栽     図 樹種、形状、寸法、本数等を調書にて表示する。 

１６ そ     の     他 その他必要と認められる図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図１ 

開 発 行 為 協 議 済 標 識 

協 議 年 月 日   年  月  日 第  号 

開発区域に含まれる土地の地名地番 寒河江市 

開 発 区 域 の 面 積        ㎡ 

開 発 事 業 の 目 的  

事 業 者 の 住 所 氏 名 
 

                  電話    －(   )－ 

設 計 者 の 住 所 氏 名 
 

                  電話    －(   )－ 

工事施工者の住所氏名 
 

                  電話    －(   )－ 

現場管理者の住所氏名 
 

                  電話    －(   )－ 

工  事  期  間  年  月  日から   年  月  日 

上記の事業計画についての問い合わせは下記にお願いします。 

     住所 

 連絡先 

     氏名 

                              電話    －(   )－ 

 

   

 別図２ 

土 地 利 用 計 画 図      

 (注) 標識の材質は、木材、プラスチック板、その他これらに類するものとし、規格は横 80cm 以上、縦 60cm とする。 

 



様式第２号 

  年  月  日 

 

開 発 行 為 協 議 済 通 知 書 

 

（事 業 者） 

住   所 

 

                 様 

 

寒河江市長         ㊞ 

 

 

寒河江市開発指導要綱に基づき、事前協議の申請があった下記の開発行為について協議

が成立したので通知します。 

 

記 

 

１開発区域に含まれる土地の地名地番 寒河江市 

２開発区域の面積              ㎡ 

３開発事業の目的  

４設計者の住所氏名  

５工事施工者の住所氏名  

６工事着手予定年月日   年  月  日 

７工事完了予定年月日   年  月  日 

８開発区域の土地の現況 

宅地 農地 山林 原野 雑種地 その他 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

９土地利用計画 

区画数 宅地 道路 公園等 ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ その他 

区画 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

 

 

１０.その他必要な条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


